
登録番号 氏名又は名称 代表者の氏名（法人の場合） 住所

東北一不第７号 佐井村漁業協同組合 代表理事組合長　坂井　幸人 青森県下北郡佐井村大字佐井字糠森１４４番地１

東北一不第８号 川畑　信広 青森県下北郡佐井村大字佐井字糠森１３０－１７

東北一不第９号 福田　忍 青森県下北郡佐井村大字佐井字糠森４８－４

東北一不第１４号 桜田　慎司 青森県青森市大字浅虫坂本５１－１７

東北一不第１９号 株式会社マック 代表取締役　 　拓洋 青森県青森市大字久栗坂字久栗坂山１番地４２５号

一般不定期航路事業者登録簿一覧表（青森運輸支局管轄）



第八号様式　〔第23条の６、第23条の10関係〕

令和7年7月14日

青森県下北郡佐井村大字佐井字糠森１４４番地１

代表理事組合長　坂井　幸人

氏 名 又 は 名 称

一 般 不 定 期 航 路 事 業 者 登 録 簿

東北一不第7号登 録 番 号

登 録 年 月 日

住 所

代 表 者 の 氏 名
（ 法 人 の 場 合 ）

佐井村漁業協同組合

佐井漁港～佐井漁港
佐井港～大魚島灯台～佐井港

佐井漁港　南側
（青森県下北郡佐井村大字佐井字糠森124－25）

航路の起点、寄港
地及び終点又は航
行 す る 水 域

船 舶 の 名 称 総 ト ン 数
船舶番号又はこれ
に 代 わ る 番 号

212－9246

係留施設の名称及
び 位 置

使用する船舶に関
す る 事 項

第 五 さ い 丸 1.1



第八号様式　〔第23条の６、第23条の10関係〕

幸 進 丸 1.5 212-16258

係留施設の名称及
び 位 置

佐井漁港
（青森県下北郡佐井村大字佐井字糠森１２４－２５）

使用する船舶に関
す る 事 項

船 舶 の 名 称 総 ト ン 数
船舶番号又はこれ
に 代 わ る 番 号

代 表 者 の 氏 名
（ 法 人 の 場 合 ）

住 所 青森県下北郡佐井村大字佐井字糠森130ｰ17

航路の起点、寄港
地及び終点又は航
行 す る 水 域

佐井漁港～佐井漁港

氏 名 又 は 名 称 川畑　信広

一 般 不 定 期 航 路 事 業 者 登 録 簿

登 録 番 号 東北一不第８号

登 録 年 月 日 令和7年7月14日



第八号様式　〔第23条の６、第23条の10関係〕

祐 勝 丸 1.2 212-12548

係留施設の名称及
び 位 置

佐井漁港
（青森県下北郡佐井村大字佐井字糠森１２４－２５）

使用する船舶に関
す る 事 項

船 舶 の 名 称 総 ト ン 数
船舶番号又はこれ
に 代 わ る 番 号

代 表 者 の 氏 名
（ 法 人 の 場 合 ）

住 所 青森県下北郡佐井村大字佐井字糠森48-4

航路の起点、寄港
地及び終点又は航
行 す る 水 域

佐井漁港～佐井漁港

氏 名 又 は 名 称 福田　忍

一 般 不 定 期 航 路 事 業 者 登 録 簿

登 録 番 号 東北一不第９号

登 録 年 月 日 令和7年7月14日



第八号様式　〔第23条の６、第23条の10関係〕

氏 名 又 は 名 称 桜田　慎司

一 般 不 定 期 航 路 事 業 者 登 録 簿

登 録 番 号 東北一不第14号

登 録 年 月 日 令和7年12月8日

代 表 者 の 氏 名
（ 法 人 の 場 合 ）

住 所 青森県青森市大字浅虫坂本51-17

航路の起点、寄港
地及び終点又は航
行 す る 水 域

浅虫沖内

係留施設の名称及
び 位 置

浅虫煤川河口岸壁
（青森県青森市浅虫蛍谷）

使用する船舶に関
す る 事 項

船 舶 の 名 称 総 ト ン 数
船舶番号又はこれ
に 代 わ る 番 号

AQUAMAN ５ ト ン 未 満 212-4362



第八号様式　〔第23条の６、第23条の10関係〕

令和8年2月10日

青森県青森市大字久栗坂字久栗坂山１番地４２５

代表取締役　 　拓洋

氏 名 又 は 名 称

一 般 不 定 期 航 路 事 業 者 登 録 簿

東北一不第19号登 録 番 号

登 録 年 月 日

住 所

代 表 者 の 氏 名
（ 法 人 の 場 合 ）

株式会社マック

【起点】番所漁港～【寄港地】仏ヶ浦港～【寄港地】佐井漁港～【終点】番所漁
港

番所漁港（青森県東津軽郡平内町大字土屋字鍵懸）
仏ヶ浦港（青森県下北郡佐井村大字長後字縫道）
佐井漁港（青森県下北郡佐井村大字佐井字糠森）

航路の起点、寄港
地及び終点又は航
行 す る 水 域

船 舶 の 名 称 総 ト ン 数
船舶番号又はこれ
に 代 わ る 番 号

250－36650

係留施設の名称及
び 位 置

使用する船舶に関
す る 事 項

マ ッ ク XI 6.6


